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午前９時59分開会

会議に付した案件

○概要説明

福祉保健部

１．新型コロナウイルス感染症に関する本県

の対応状況等について

病院局

１．新型コロナウイルス感染症に係る県立病

院の取組について

教育委員会

１．県立学校における新型コロナウイルス感

染症への対応について

○協議事項

１．県外・県内調査について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（11人）

委 員 長 佐 藤 雅 洋

副 委 員 長 横 田 照 夫

委 員 星 原 透

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 西 村 賢

委 員 内 田 理 佐

委 員 日 髙 利 夫

委 員 岩 切 達 哉

委 員 重 松 幸次郎

委 員 来 住 一 人

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 重黒木 清

福祉保健部次長
小 川 雅 彦

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
和 田 陽 市

（保健・医療担当）

部 参 事 兼
山 下 栄 次

福 祉 保 健 課 長

医 療 薬 務 課 長 牛ノ濱 和 秀

薬 務 対 策 室 長 林 隆一朗

医 療 ・ 介 護
津 田 君 彦

連 携 推 進 室 長

衛 生 管 理 課 長 壹 岐 和 彦

健 康 増 進 課 長 市 成 典 文

感染症対策室長 有 村 公 輔

病院局

病 院 局 次 長 兼
小 牧 直 裕

経 営 管 理 課 長

教育委員会

教 育 政 策 課 長 川 北 正 文

高 校 教 育 課 長 谷 口 彰 規

義 務 教 育 課 長 吉 田 英 明

特別支援教育課長 松 田 律 子

スポーツ振興課長 押 川 幸 廣

事務局職員出席者

政策調査課副主幹 田 代 篤 生

政策調査課主任主事 佐 藤 晋一朗

○佐藤委員長 それでは、ただいまから新型コ

ロナウイルス等感染症対策特別委員会を開会い

たします。

まず、委員席の決定についてであります。

渡辺議員の辞職に伴い、委員の皆様の座席順

としましては、ただいま御着席のとおり決定し
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てよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

本日の委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付の日程案を御覧ください。

本日は、福祉保健部、病院局、教育委員会に

出席いただき、概要説明を受けた後、質疑を行

いたいと思います。その後、県外・県内調査等

について御協議をいただきたいと思いますが、

このように取り進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時０分再開

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。

本日は、福祉保健部、病院局、教育委員会に

おいでいただきました。

執行部の皆さんの御紹介につきましては、お

手元に配付の配席表に代えさせていただきたい

と存じます。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○重黒木福祉保健部長 福祉保健部でございま

す。

本日は、新型コロナウイルス感染症対策に係

る様々な対策につきまして、説明の機会を設け

ていただきましてありがとうございます。座っ

て説明させていただきます。

これまでの経緯について、少し御説明いたし

ます。

御承知のこととは存じますけれども、７月か

ら始まりました第５波につきましては、全国的

に感染力が極めて強いデルタ株への急速な置き

換わりが進む中で、本県におきましても感染が

急拡大をし、感染爆発に至る状況となったとこ

ろでございます。

８月11日に、３度目となります県独自の緊急

事態宣言を発出いたしました。その後、８月25

日からは、本県初となります、まん延防止等重

点措置が国のほうから適用されまして、宮崎市、

日向市及び門川町を重点措置区域に指定したと

ころでございます。

その後も感染の高止まり、それから医療提供

体制の逼迫が続く中で、まん延防止等重点措置

が今月末まで延長されたところでございまして、

あわせて県の緊急事態宣言、それから県下全市

町村を対象としました飲食店等の営業時間の短

縮要請につきましても、今月末まで延長してい

るところでございます。

現在では、県民の皆様、それから事業者の方

々の御協力によりまして、新規感染者数は減少

傾向にありまして、医療提供体制も徐々に改善

しつつありますけれども、引き続き高い緊張感

を持って、感染拡大防止と医療提供体制の強化

を進めてまいる所存でございます。

また、ワクチン接種につきましても、国から

今後のワクチンの配分が示されまして、県の大

規模接種や市町村の接種も円滑に進んでいます

ことから、11月前半には希望する方全てへのワ

クチン接種が完了する見通しとなったところで

ございます。

今後、さらなる接種の加速化及び接種率の向

上に向けまして、市町村と連携しながら、特に

若年層の接種促進の対策に力を注いでいこうと

考えております。

引き続き第５波の収束に向けまして、関係部

局と一体となって、市町村、関係機関とも連携
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しながら対策を講じてまいりますので、委員の

皆様におかれましては、引き続き御指導方よろ

しくお願いしたいと思います。

本日の委員会では、お手元の資料、目次を御

覧いただけますでしょうか。めくっていただき

まして、新型コロナについての対策でございま

す。

福祉保健部からは、コロナに対する本県の対

応状況等について、病院局のほうからは、同じ

く県立病院における取組につきまして、教育委

員会のほうからは、県立学校におけるコロナへ

の対応について、それぞれ説明させていただき

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。

○和田福祉保健部次長（保健・医療担当） そ

れでは、特別委員会資料の１ページをお開きく

ださい。

新型コロナウイルス感染症に関する本県の対

応状況等について御説明いたします。

まず、説明の前に、大変申し訳ありませんが、

数字の訂正をお願いします。

１ページの（２）のクラスター発生状況の第

５波のところですが、職場の20件を21件に、会

食の11件を10件に訂正をお願いいたします。し

たがいまして、合計も職場のところが29件、会

食のところが19件となります。大変申し訳あり

ませんが、訂正よろしくお願いいたします。

それでは、まず感染状況等についてです。

（１）の感染状況でございますが、第１波か

ら、まだ終わっていませんが、第５波について

は、９月16日までの感染者数を掲載しておりま

す。そこにありますとおり、ちょうどこの期間

に入らない方も11名ほどいらっしゃいますけれ

ども、このような数の方が感染者として確認さ

れております。今回の第５波がいかに大きかっ

たかということは、４波までの数字約3,000人と、

今回の５波も約3,000人ということで、ほぼ同じ

数の方が発生しております。

そこに、症状がある方、それから重症になら

れた方、不幸にも亡くなられた方の人数をそれ

ぞれ記載してございます。第１波につきまして

は、人数が少な過ぎますので、割合はなかなか

比較できないのですが、２波以降を見てみます

と、有症状者については、やはり75％から85％

の方が症状があるという形になっております。

重症者につきましては、第２波から第４波が1.5

％前後ということですが、第５波につきまして

は、0.6％と明らかに少なくなっております。

それから、亡くなられた方につきましては、

第３波が21人と突出しておりますが、これは後

ほどクラスターのところで述べますが、高齢者

施設での集団発生が多かったことが影響してい

るものと考えております。それを除きますと、

第２波、第４波、第５波では、大体0.4％の方が、

残念ながら亡くなられている状況でございます。

（２）のクラスター発生状況でございます。

分類としては、医療機関、高齢者施設から会食

まで区分しておりますけれども、見ていただき

ましたように、全体では一番多いのが職場の合

計で29件となっております。その次が会食の19

件、それから接待を伴う飲食店、あるいは飲食

店で14件、学校教育・保育施設で13件、高齢者

施設で12件となっております。それぞれの波で

見ていただきますと、第３波で高齢者施設の集

団発生例が８件ございましたけれども、４波、

５波では、１件、２件と、かなり少なくなって

おります。

逆に、職場は第３波で３件、第４波で５件だっ

たものが、今回は21件と、かなり増えておりま

す。それから、会食が３波では２件しかなかっ
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たものが、第４波で７件、今回の５波で10件と、

こちらも少し増えております。

（３）の年代別感染者数とワクチンの接種率

になります。左側の図が第４波までの約3,000人

の年代分布、右側の図が第５波におけます、今

回の約2,900人の年代別の分布です。折れ線グラ

フが年代別のワクチンの２回接種率になってお

りますけれども、比較していただくと、60代以

上の感染者数が第５波では明らかに減少してお

りまして、逆に10歳未満と10代のところが、か

なり感染者数が増えているということでござい

ますので、恐らく60代以上につきましては、ワ

クチン接種の効果があったものと推定しており

ます。

なお、９月16日時点で、２回接種をされて感

染された方が220名となっております。

２ページを御覧ください。

医療提供体制の強化についてでございます。

（１）入院受入れ病床等の状況でございます。

７月９日時点、307床でございましたけれど、そ

れ以降、20床の病床の追加がございまして、現

在、327床になっております。増えたところは、

宮崎東諸県の３床、それから都城北諸県の５床、

それから西都児湯の４床、日向入郷の８床となっ

ております。

それから、②の新型コロナ患者の転院受入れ

支援の状況については、後方支援病院として40

医療機関に登録をいただいておりますけれど

も、16日時点で実際に受け入れていただいたと

ころは、４医療機関で15件となっております。

（２）宿泊・自宅療養者への対応でございま

す。

まず、①で、医師・看護師による健康管理体

制の強化を行っております。

これは自宅療養者に対し、医師、看護師の電

話や訪問による健康観察の実施を行うもので、

高千穂保健所管内を除きます各保健所管内で実

施しております。

それから、宿泊療養者、あるいは自宅療養者

の外来診療を行ってくれる医療機関を確保して

おります。

②です。自宅療養者への支援として、まずパ

ルスオキシメーターを貸与しております。それ

から、希望者には、食料、生活用品セットを配

送しております。この実績は、16日時点で813人

となっております。

③です。宮崎県重症化予防センターを開設し

ております。

ひまわり荘の敷地内に、重症化リスクを有す

る宿泊・自宅療養者を対象としました、抗体カ

クテルの投与などを行う臨時の医療施設を整備

して、10日から運用開始しております。一応、

受入れ規模としては10床を考えておりまして、

現在のところ、県立宮崎病院から医師、看護師

の派遣をいただいております。

基本的には、県央部、あるいは県南地域の宿

泊・自宅療養者のうち、抗体カクテル療法とか

点滴が必要な方を処置するということになって

おりますが、17日時点での抗体の投与者は、７

人の実績となっております。

３ページをお開きください。

これから、３のワクチン接種状況についてで

ございますが、３ページ上段は、高齢者の１回

目の接種、それから高齢者の２回目の接種、一

般の１回目の接種、一般の２回目の接種の回数

がどのように増えていっているかのグラフでご

ざいます。

下段のほうは、16日現在におきまして、左側

の円グラフが、12歳以上のワクチン接種の対象

となります人口のうち、何％が１回接種、２回
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接種しているかを掲載しております。右側は、

対象人口を全県民ということにしますと、既に

２回目の接種が済んだ方が、県の全人口の52.4

％となっております。

４ページを御覧ください。

上段が、最初に使いましたグラフのところと

似ているんですけれども、これが実際の年代別

の接種状況になります。棒グラフの一番濃いの

が対象者数になります。その次にちょっと薄い

グレーになっているところが、その対象者のう

ち、１回接種した方の人数となっております。

白の棒グラフが、対象者の中で２回接種した方

の実数となっており、その割合は、点線が１回

接種をされた方、実線が２回接種された方の割

合となっております。70代、80代、90代につき

ましては、ほぼ９割の方が２回接種を終えてい

るというような状況になっております。

下段につきましては、今後、若年層向けに接

種率を向上するための対策としまして、まず、

県におきまして接種環境の充実ということで、

職域接種の推進を引き続きしております。

それから、県が行っております大規模集団接

種会場におきましては、接種対象者を12歳以上

に拡大しております。

それから、啓発活動としましては、新聞、テ

レビ、タウン誌の活用、それから、若年層を対

象としまして、ＳＮＳを活用した動画の配信、

それから、アミュプラザ前大型ビジョンでの啓

発動画の放映、それから、ワクチンの効果とか

誤った情報に関するポスター・チラシの作成と

いうことで─委員の皆様のお手元にカラー刷

りのパンフレットを配付していると思いますけ

れども、これを用いた啓発ということで、県内

の学校等に配布することとしております。

福祉保健部につきましては、以上でございま

す。

○小牧病院局次長 病院局からは、新型コロナ

ウイルス感染症に係る県立病院の取組について

御説明いたします。

常任委員会資料の５ページを御覧いただきた

いと思います。

まず、１の県立病院におけるこれまでの取組

状況についてでございます。

（１）の患者受入れ状況の表にございますと

おり、確保病床数の欄の一番下、県立３病院で

計41床を確保し、対応に当たっているところで

ございます。表の下のほうに米印で記載してお

りますとおり、今回の第５波など患者が急増し

たときには、さらに病床追加をしまして、患者

の受入れを行ってきたところでございます。

９月15日現在、３病院を合わせた累計の受入

れ数は、実人数で合計371人、９月15日の時点で

合計18人の方が入院されておりました。

次に、（２）の主な取組といたしましては、①

にございますように、他の受入れ医療機関との

役割分担の下、中等症以上の患者や看護必要度

の高い患者の受入れを実施しており、具体的に

は、心身に障がいのある方であったり、妊婦の

方、小児など、他の医療機関で受入れが難しい

患者の受入れも多く、看護体制の確保等に努め

ているところでございます。

次に、②の宿泊療養施設及び保健所に、医師

や看護師をＤＭＡＴとして派遣しております。

また、③にございますとおり、ワクチン大規

模集団接種会場等におきまして、医師、薬剤師

及び看護師がワクチン接種に従事をしておりま

す。

さらに、④、今月10日に、宿泊療養施設でご

ざいます、ひまわり荘敷地内に開設されました

県の重症化予防センターにおきまして、宮崎病
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院の医師、看護師等が抗体カクテル療法などを

実施しております。

このような形で、県立病院が実施しておりま

すコロナ対応については、こういった多岐にわ

たっておりまして、各病院とも通常の診療等を

一部制限するなど工夫しながら、人的な資源等

を最大限に活用し、対応に努めている状況でご

ざいます。

最後に、２の今後の対応方針でございますが、

新型コロナの感染患者の持続的、安定的な受入

れに向けた院内体制を維持しつつ、地域の医療

機関とも連携しながら、県立病院が本来担うべ

き救急医療や高度・急性期医療等との両立を

図ってまいりたいと考えております。

病院局からの報告は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。

○川北教育政策課長 教育委員会教育政策課で

ございます。

特別委員会資料７ページでございます。

県立学校における新型コロナウイルス感染症

への対応について御説明いたします。

新型コロナ第５波につきましては、全国的に

若年層の感染者数が増加したということで、新

学期を迎えるに当たりまして、子供たちを感染

拡大から守る、その学びを保障するということ

で、新型コロナ対策に係る取組を強化いたしま

した。

まず、１番、新学期における学校での対策に

ついてであります。

（１）感染防止における学校での対策という

ことで、学校にウイルスを持ち込ませないため

には、各家庭の協力が不可欠であることから、

児童生徒の健康・安全の確保に努めていただく

よう─資料の８ページでございますが、この

文書を全県立学校、市町村立小中学校を通じま

して、全各家庭へ配布しまして、保護者への啓

発を行ったところでございます。

啓発の内容といたしましては、検温、マスク、

手洗いといった基本的な感染対策を徹底するこ

と、また、児童生徒本人や同居の方に風邪症状

等がある場合には登校させないことなどです。

保護者への配布だけではなく、県庁ホームペー

ジ、報道を通じまして、家庭での感染予防対策

の徹底を呼びかけたところであります。

次に、（２）のオンラインを活用した学習指導

ですが、コロナ禍におきましても学びを止めな

いということで、学級閉鎖や濃厚接触者など、

やむを得ず学校に登校できない生徒等に対して、

オンラインを活用した健康観察、そして学習課

題等の配信、学校と自宅とをつないだ学習指導

等を可能な限り実施したところでございます。

さらに、感染を広げない取組としまして、（３）

以降となりますが、希望する教職員へのワクチ

ン接種が進むよう、県の大規模接種や市町村ご

との接種を繰り返し呼びかけ、接種の加速化を

図ること。

そして、（４）ですが、県立学校においては、

児童生徒に陽性者が１人でも判明した学校につ

きましては、即座に児童生徒を全員自宅待機と

し、保健所による濃厚接触者等の特定を待って、

登校できる範囲を決定すること。

また、（５）ですが、教職員や速やかな帰宅が

困難な児童生徒が発熱等をした場合に、迅速な

検査を実施できるように、抗原簡易キットの配

備を行ったところであります。

その他、２になりますが、県立学校の感染症

対策事例としまして、分散登校や時差登校、午

前中のみの短縮授業の実施、そして、感染対策

を講じてもリスクが高いと思われる学習活動は

行わないなど、地域や学校の実情に応じた対応
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を随時取ってきたところでございます。

以上、県立学校における新型コロナウイルス

感染症への対応につきまして、簡単に御説明い

たしましたが、今後とも児童生徒の安全・安心

を第一に考えまして、感染防止対策の取組を徹

底した上で、できる限り子供たちの学びを止め

ない努力を継続してまいりたいと考えておりま

す。

説明は以上でございます。

○佐藤委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑がございましたら、御発言をお願

いいたします。

○星原委員 佐藤委員長にお願いなんですが、

福祉保健部を済ませて、そして、病院局、教育

委員会と順番にやっていったほうがいいのでは

ないかと思います。

○佐藤委員長 今、星原委員のほうから、分け

て質問を進めていくということですが、それで

よろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、まず、福祉保健部か

ら御質問、御意見等、お願いしたいと思います。

○星原委員 まず、１ページの中で、死者数が39

名だと思うのですが、年代ごとにちょっと教え

てもらえませんか。10代がいるのか、20代、30

代、40代、50代。まず、亡くなった方の内訳。

○有村感染症対策室長 死者の年代については、

基本的には公表はしておりませんが、これまで

公表した方として、50代の方がお一人、それか

ら60代がお一人、残りについては全て高齢者で

ございます。

○星原委員 亡くなった年代別に報告をしてい

ないという話なのだが、これはどの都道府県も、

そういう同じような形でやっているのですか。

発表しているところもあるのですか。宮崎県が

そういう形で決めているのですか。

○有村感染症対策室長 御遺族の御心情等を鑑

みて、その都度、死亡事例が出たら、翌日に公

表しております。それにつきましては、本人の

御確認、本人が分からないような形で公表して

おりますので、65歳以上の高齢者というような

表現を使わせていただいております。

なお、先ほど申し上げましたように、65歳に

至らない方につきましては、50代とか60代とい

うような表現を使って公表させていただいてお

ります。

○星原委員 これは、厚生労働省なり、そうい

うところから、そうしなさいという指導があっ

たのでしょうか。

なぜそういうことを聞くかというと、要する

に、どういう世代が注意をしていかなくてはい

けないのかということ。こういうことで亡くな

るとかという、そういう年代ごとに何が原因な

のか、その辺が、皆さん方だけが知っていて、

県民が知らないというのでは─家族の中でい

ろんなコロナ対策をするときに、子供だったら

子供にそういう注意ができる、年配だったら年

配にとか。ワクチン接種の重要性とかいろいろ

やっていく上でも、亡くなったその場では発表

しなくても、議会において、何が原因であると

いうことをやはり分かるようにして、どうやっ

て今後につないでいくかが重要ではないか。

私は、コロナは多分、これから完全にゼロに

なるほど収束することはないと思っています。

いろいろ変わりながらやっていくわけだと思っ

ています。

そうすると、今後のことについて考えたとき

には、やはり今回の第５波までの間には、どう

いう年代が一番多かった、あるいは原因が何な

のかということを─要するに持病のある人た
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ちは、自分でも注意しなくてはいけないでしょ

うし、あるいは家族間でも、そういう話をしな

くてはいけないでしょう。これは本当に全国同

じような形で、公表しないように決められてい

るなら、これは守らないといけないのかもしれ

ないけれども、都道府県単位でということであ

れば、宮崎県でどうしたら感染者の増加を止め

て、あるいは、亡くなる方も減らすためにはど

うするかということも─結局皆さん方、ある

一部の人たちが知っているだけで抑えられるの

か。

私は、県民みんなが注意したり、いろいろ、

そういうことも一方でやっていかないと、今後

どうなのかなと、今聞きながら思いました。そ

の辺の検討はせずに、今、来ているところなの

でしょうか。

○有村感染症対策室長 第３波で21人、第４波

で５人がお亡くなりになっているのですが、そ

の都度、振り返りという形で、例えば第３波の21

人の方の内訳として、年代別に90代の方が23％

とか、80代の方が41％、70代の方が32％、60代

の方が４％というような言い方で、既に公表は

しております。

ただ、第５波に関しましては、まだ途中でご

ざいますので、まだお示ししていないところで

ございますが、第３波、第４波と同じように、

振り返りというところでお知らせできるかと

思っております。

○星原委員 パーセントではなくて、ここに人

数が出ているのなら、10代が何人、20代が何

人、30代が─皆さん方が我々にここで流した

からといって、どこまで亡くなった家族やら、

そういう人たちに影響があるのかを考えると、

亡くなった方の周辺の人は、誰が亡くなったか、

多分知っていると思うのです。

延岡の地域なり、その集落では誰が亡くなっ

たということは分かると思うのです。

それを知っているからといって、どこの誰か

を特定する必要もないし、私が今言っているの

は、そういう原因とか、そういった中身をちゃ

んと把握して啓蒙していかないと、みんな注意

させていかないといけないのではないかという

意味で聞いてます。そんなに影響があるのです

か。

○有村感染症対策室長 死者の状況としては、

やはり遺族の御心情も鑑みているのですが、先

ほど申し上げましたように、今までは65歳以上

の高齢者が多うございました。例えば基礎疾患

の高血圧とか糖尿病、そして心疾患、呼吸器疾

患、また脳梗塞とか、そういった基礎疾患を有

しておりますということでお知らせはしており

ますが、なかなか伝わっていないということは、

承知しているところでございます。

○星原委員 死者も年代別の数ぐらい─私の

気持ちは、そこのことを質問するつもりは本当

になかったのです。どういう状況なのかという

ことで、次の質問に入ろうという思いだったの

です。

というのは、実際、ワクチン接種が進んでい

る中、第５波がこんなに増えた原因を皆さん方

がどういうふうに捉えて、あるいは、そういう

傾向が見え始めたときに、どういう対応をして

きたのか。

要するに、今回の第５波のデルタ株、これは

感染率が1,000倍ぐらいだと我々は話を聞いてい

ます。だから、以前の場合だと、家族で出ても、

全員が感染することはなかった。

だけど、デルタ株は、誰かがかかってしまう

と、家族までかかる。それぐらい感染力が強い

ということが、第５波の感染者数が3,000人ぐら
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いになっている原因なんだろうと思うわけです

よね。

ですから、感染者を減らすためには、どうい

う原因でこれだけ増えた─要するに、県外に

行って帰ってきた人たちから、家族なり地域、

職場なり、あるいは子供たちに感染が広がった

のか。県外から来た人たちの影響でそういうこ

とになったとか、どういう状況であったという

こと辺りもわからないと。我々も今までずっと、

去年から何人感染者とかという報告は大体聞い

て、一喜一憂しているところなのですが─要

は、感染者を減らしていくためには、どういう

ことで広がっているということを県民に分かっ

てもらわないと。県民の人たちが県外に行って

帰ってきた場合は確率が高いとか、あるいは県

外から来た人と接触した場合には、一番確率が

高いということが出てくるのではないか。

飲食店や会社がどうなのかということが分

かって、そこを重点的に注意していかないと。

飲食店、飲食店とだけ言われていても、本当に

どういう状況でクラスターが発生していったの

かぐらいは、ある程度分からないと。聞いてい

ると、こういうことで起きているから、皆さん

もこういうことは注意しないといけないという、

やはりそういうことをしながら─最終的には

個々人の責任だと思うのだけれども、みんなで

注意し合ったり、みんなでいろんな形で取り組

まないと。これからも第６波があるかもしれま

せんし、将来、新たなそういうウイルスが発生

するかも分からないわけですから。やはり宮崎

県全体で、みんなで協力し合いながら減らすた

めの努力をしないと駄目なのではないかと、ずっ

とこの１年半以上、様子を見ていて思っている

のですけれども、その辺についてはどうですか。

○有村感染症対策室長 クラスターの場合には、

最近では保健所のほうから、どういったところ

で感染が起こったのかといったような聞き取り

をしまして、速やかにクラスターが確認されま

したら、記者会見の中で御紹介させていただい

ております。

もちろん、例えばマスクの着用がきちんとな

されていたのかとか、その場の換気が十分だっ

たのかとか、そういったところをお知らせする

ことによって、感染のリスクを下げるために、

室内の換気をやってくださいとか、そういった

ことで記者の皆様にお伝えしたりしているとこ

ろであり、ホームページ辺りでも、感染の場が

こういうことがありますというので、お示しし

ているところでございます。

なかなか発信力については御批判等も受けて

おります。いろいろ研究とか検討しながら、現

在進行形でやっているところでございますので、

本日の委員の御指摘等をまた肝に銘じていきた

いと思っております。

○星原委員 それと、亡くなった方のうち、ワ

クチン１回接種の方が亡くなっているのか、２

回接種した人が亡くなっているのか、全然ワク

チンの接種のない人だけが亡くなっているのか、

それも教えられないのですか。

○有村感染症対策室長 死者の報告をする場合

には、できる限り、ワクチンの接種状況も保健

所の疫学調査の中で聞いていただきます。それ

を発表の際に、この方はワクチン１回受けてい

たとか、２回受けていたとかいうような情報に

ついては、その都度お知らせしております。

そのように努めておりますので、その辺りは

御理解いただきたいと思っております。

○星原委員 なぜそれを聞くかというと、クラ

スター発生状況の分類を見ると、高齢者の施設

なんかで第３波では一番多かったわけですが、
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そういうところが減っているというのは、多分、

高齢者から先にワクチン接種したからだろうと

想定されるわけですよね。

そうすると、やはりワクチン接種をしたほう

が、しないよりは安全だと。要するに、感染し

にくい、しない確率が高いと、そういう意味だ

と思うのです。

どうしてもワクチン接種できない人とか、そ

ういう人は致し方ないので、ＰＣＲの検査をし

たりとか、いろんな違う角度で検査しながら感

染を防ぐやり方とか、そういうことをいろいろ

指導しながら─そういう形を取りながらやっ

ていかないことには、夏場でもこれだけの人数

が第５波で出たということになると、これから

冬場に向けていく中で、第６波みたいなものが

出てくるのではないかと懸念をしている。

ただ、ワクチン接種していると、かなり防げ

るということであれば、やはりそういうことも

言いながら、接種したくない人でも、体の関係

でできない人以外は、なるだけしてもらったほ

うがいいわけだと私は思うのですよ。

ですから、今後は、こういうことで全然違い

ますということ辺りも示しながら、接種率を高

めていくことしかないのではないかと。言われ

ているのは、６か月とか８か月過ぎた人は、も

う抗体ができていなくて、３回目の接種という

話が出ている感じになってきているのです。

なぜそういうことを言うかというと、これか

ら経済を立て直していくには、そういう接種し

た人は、ある程度、飲食店やらいろんなところ

で行動制限が緩和されないと、何のために先に

打ったのかと。我々もやはり動けないわけです

よ。食事に行って少しでもという気持ちがあっ

ても、なかなか夫婦で２回接種していても行け

ない、辛抱しているようなところもあるわけで

す。

そういうところの緩和もしていかないと、景

気というか、経済が駄目になるのではないかと

思うものですから。いろんな原因を皆さん方が

分かっているのなら、この範囲ぐらいまでは、

こういう形でやってもいいのではないかという

検討もしていただければと思って、今いろいろ

聞いたところです。

○有村感染症対策室長 御指摘ありがとうござ

いました。先ほどの星原委員の御質問の中で、

第５波の年代別の人数ということでございまし

たので、今手元に届きましたので、お知らせい

たします。

50代の方が１名、60代の方が３名、70代の方

が３名、80代の方が５名で、第５波では12名の

方がお亡くなりになっております。内訳は以上

でございます。

○丸山委員 医療体制のことについて伺います。

後方支援病院が40機関あったのに、転院受入れ

実績は４医療機関、15件しかなかったと書いて

あるのですが、これは県として想定した範囲で

しょうか。

逆に、受入れが４医療機関、15件しかできな

かったのか。どういう状況だったのか教えてい

ただきたい。

○市成健康増進課長 御質問にありました回復

期の病院の考え方でございます。

我々としても、気持ちとしては、もう少し受

入れの数が出ていると─結局、この事業の目

的としては、入院の受入れの隙間をつくって、

回転率を上げたいというところですので、もう

少し実数としては、協力の数があるとよかった

かと思っておるところでございます。

ただ、この結果を踏まえまして、制度の周知

がどこまでできていたのかというところもあり、
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改めて各医療機関のほうに、この制度の内容に

ついて周知をしたところでございます。

○丸山委員 ４医療機関しか伸びなかった理由

として、例えば、後方支援病院40医療機関で、

感染リスクがなくなったから転院していいとい

うのを理解されていなかったのか。

もしくは、周りの患者たちに影響があるから、

入院先に予定している患者のほうから反対が

あったのか。どういう原因が多いというように

分析していて、今後どう解決していくのか。結

局つくったけれど、絵に描いた餅になって、意

味がないのではないかと思っているのですが、

具体的にどう改善する方向で考えているのか、

教えていただきたいと思います。

○市成健康増進課長 御指摘のとおり、先ほど

も申し上げましたけれども、私どもとしては、

制度の周知が十分に内容が伝わっていなかった

のではないかというところを考えておりまして、

改めまして全医療機関のほうに、この制度の内

容、補助金の制度、それから制度の趣旨につい

て御連絡をさせていただいたところでございま

す。

○重黒木福祉保健部長 課長の答弁に少し補足

させていただきます。

今回の転院受入れ支援に当たっては─課長

のほうで制度の周知というお話がありましたけ

れども、事前に医師会を通じまして、こういっ

た考え方で後方支援病院の登録をお願いします

ということで、御理解いただいた病院について

登録をいただいていると認識しております。

結果的に４医療機関にとどまったというとこ

ろは、今、第５波の対応の真っ最中ですので、

第５波が終わりましたら、改めてしっかりと検

証はしたいと思っています。今、課長が答弁し

た以外のこととしては、比較的大きな病院では、

コロナの協力病院になっていただいているので

すが、自分の病棟のところで、コロナの病棟か

ら一般病棟のほうへ受け入れたというところが

あって、自分のところの病院の中で完結したの

で、後方支援病院を頼る必要がなかったという

お話も聞いております。いずれにしても、コロ

ナの病床の効率的な運用に当たっては、後方支

援病院の協力が必要ですので、どのようなこと

で、こういうことになっていたのかをしっかり

調査しながら、今後に向けて検討していきたい

と思います。

○丸山委員 ぜひ後方支援病院と連携、対応を

お願いしたいと思っています。

引き続き、抗体カクテル療法についてお伺い

します。国のほうで７月には承認されて、全国

の枠が８万回分の枠があるというふうに、報道

で認識しています。

その中で気になっているのが、７月に承認さ

れたのに、宮崎県では８月26日に医大で初めて

使われたと、本会議のほうで答弁されているの

ですが、九州各県の中でいろいろ見てみますと、

佐賀県では、２週間前の８月13日に使用が始まっ

ていると。なぜ宮崎県は始めるのが遅かったの

かという思いがあるのですが、何か原因があっ

たのか。

特例承認ですので、受ける患者の承諾も要る

かもしれませんが、佐賀県のほうもまん延防止

の措置に入り、解除されるときは、重症者が２

名しかいなくて─宮崎県はその当時、11名重

症者がいたので、そういう差も出たのではない

かと思っている。カクテル療法というのが、７

割ぐらいは重症化を避けられるという認識も報

道で出ているものですから、そのことも含めて

患者に対して説明すべきです。宮崎県としては、

医療機関が脆弱だから、できるだけ使おうとい
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うことも考えるべきであったのではないかと

思っています。その辺の特例承認が７月にあっ

たのに、使われたのが８月26日、遅いほうでは

ないかと思っていますし、全国的にどのレベル

で大体カクテル療法が始まっていたのかを含め

て、教えていただくとありがたいと思っており

ます。

○和田福祉保健部次長（保健・医療担当） 当

初、カクテル療法を行うには、医療機関の登録

から始まって、患者の登録とか非常に複雑な手

続がありまして、普通の医療機関で簡単にでき

るものではなかったということで─実は、感

染症指定医療機関、実際に患者を受け入れてい

ただいている医療機関、一番早いのは県立宮崎

病院が、８月３日には恐らく入院患者に投与さ

れているのではなかったかというふうに思いま

す。その次に早かったのが、恐らく８月７日ぐ

らいには日向市の済生会病院とかで、入院され

た患者に使用している実績が多分あると思いま

す。

このカクテル療法、結局、登録医療機関で、

患者を登録した上で薬をいただくので、基本的

には、受入れ医療機関で当初は対応していただ

くのが一番いいということでお願いしていたと

ころです。たしか１バイアルで２人分があって、

有効期間が24時間なので、１人投与すると、も

う一人どなたかいませんかと、病院から紹介を

受けて他の病院にお願いした事例もあります。

細々とではありますけれども、その頃から使用

は開始していたということになります。

でも、もっと多くの方に投与するにはどうい

うふうにしたらいいかということで、結局、入

院患者を受け入れている医療機関は、入院患者

が増えてくると、抗体療法のために患者を入院

させて投与するという余裕がなくなっています。

何かいい方法はないかということで、最初多く

の方をやっていただくためには大学病院が協力

していただけるということで、それでお願いし

て開始しました。その後に、大学病院もいつま

でも続けられないかもしれないということで、

何とか臨時の医療施設ができないかということ

で使い始めたということになります。多分、県

内では恐らく医療機関の分も含めて、100名近く

は投与されている可能性があるのではないかな

というふうに─ちょっと詳細は調べられてい

ないのですが、可能性があるのかなとは思って

います。

○丸山委員 全国で８万の枠があるというふう

に報道で聞いていて、100分の１が宮崎の枠、800

ぐらいはあるのではないかとイメージを持って

います。100名しか使えなかったのか、本来、も

うちょっと使えば─指定の病院と、それを打っ

てもいいですよって患者がいないと難しいのか

もしれませんけれども─それを今後検証して

いかないと、このカクテル療法に関しての進め

方がうまくいかないと、病院の逼迫にもなって

しまうのではないか。

発症して７日以内に打たないと使えないとか

いう、いろんなパターンがありますので、どう

いうふうにカクテル療法をやっていけばいいの

かというのを、しっかりと検証もしていただき

たいと思っています。今後、新しい薬が特例承

認された場合に、どう活用していくのかという

ことも含めて─今後、いろんなコロナ以外の

病床も出てきたときに、どう対応していくのか

を含めて検証していかないと、後手後手に回っ

てはいけないのかなと思っています。

特に、病床や医師が少ないとかいうときに、

早め早めに対応できるような検証をしっかり

やっていただきたいと思っております。カクテ
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ル療法以外にも、今後、新しい薬とかが承認さ

れるという情報が入ってきておりますので、そ

ういうツールをできるだけ使っていただいて、

県民の命を守っていくというのを、もっと強く

出していただくとありがたいかと思っています。

よろしくお願いしたいと思います。

○来住委員 今日説明された中には入っていな

いのですけれども、今日、うちの共産党の赤旗

新聞─他社でも出されているかと思うのです

が、ちょっと正確にメモしてこなかったもので

すから─精神科医療機関の全国組織というの

があると思います。

その全国の組織が、精神科病院に対して調査

をかけています。かなりの病院が、その調査に

対して回答を出しているんですけれど、その中

心は、精神科病院での感染者の確率が高いとい

うのが一つ。それから、精神科病院で入院され

ている方が感染して、その感染した方の死亡率

が高いと。他と比べたら、はるかに高いという

記事が出ておりました。

それは、多分、精神科病院の患者が感染して、

そして、入院の受入れ先がないのかなと思った

りするのです。だから、そこの精神科病院では

治療ができずに、精神科の疾患も持っていらっ

しゃるから、そこで受入れ病院が少ないという

のもあったりして、遅くなって亡くなるという

ことが報道されているのです。この点について

は、県のほうで情報はつかんでいらっしゃいま

せんか。

○和田福祉保健部次長（保健・医療担当） 精

神科病院に入院されている患者の感染が確認さ

れれば、それは確実に把握できるような形になっ

ております。

多分、今まで精神科病院に入院されている患

者での発症は、ちょっと正確ではありませんが、

なかったのではないかなというふうには思って

います。

○来住委員 なければ何も心配しないのですが、

全国的にはかなり亡くなる確率が高いというの

が出ております。ですから先ほど言った、いわ

ゆる全国組織の理事長が非常に懸念されていて、

精神科のそういう患者が、事実上、疎外されて

いるというようなお話をされておりました。そ

こはぜひまた皆さんのところでも、県内にも多

くの患者がいらっしゃいますから、頭に入れて

いただければというふうに思いましたので、発

言したところです。

○岩切委員 ワクチンの接種の問題でお尋ねを

いたします。

年代別感染者数のグラフがございますけれど

も、やはり若い方が多いという事実がこれで明

確になります。何となくこれまで報道のほうは、

高齢者が罹患すると大変、感染すると大変とい

うのは、メッセージとして伝わったのですが、

若い人の感染率が高い、感染者数が多いという

ことが、うまく伝わっていなかったかもしれな

い─私自身の受け止めだけかもしれませんけ

れども、そのように感じました。

そこで、若い方にワクチンを打っていただき

たいという希望を持つわけなのですが、こうい

う話がありました。バイトとか中小商店、飲食

店等で働いている方等で、なかなか休みが取れ

ないと。不安もあるし、休みも取りにくいので

行けない、行かない、そんな判断をしている若

い方がいらっしゃいました。

今後の対策というのが４ページ目のほうに

あって、いろいろ啓発事業をされているのです

が、直接に、例えば商工会等を通じて、中小企

業、中小商店等に働きかけて、従業員さんのワ

クチン接種について促しをしていただくような
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取組をすることが、接種率の向上につながるの

ではないかなというふうに思っています。その

辺りの具体的な行動とか詳細が、お聞かせいた

だければお願いします。

○林薬務対策室長 まさに、今後のワクチン接

種は、若い世代の方々にどう打っていただくか

というのが重要になってくるかと思っています。

この対策のところに書いておりますように、

県もいろんな広報、若い世代を中心にした広報、

それからＳＮＳ関係も、ツイッター、ＬＩＮＥ、

フェイスブック、インスタグラム、ＴＶｅｒ、16

歳から40歳代、親の世代も含めてということで、

この利用者の方々に強制的にＣＭが入るような

形のものもやっております。

それと併せまして、今日配付させていただい

ておりますチラシ、こういったのを作成しまし

て、ワクチンの意義、それから偽情報、誤った

情報をただすということで、こういったものを

活用して、啓発を今進めているところです。

おっしゃったように、商工会議所、これにつ

きましても、県の、まずは優先接種枠というこ

とで大規模接種をやっております。そこでの御

案内をしておりますし、それから学校等のチラ

シの配布、こういったのを併せまして、商工会

議所等の団体についても、これから回って御案

内をさせていただくということで計画をしてい

るところです。

○内田委員 宿泊・自宅療養者への対応のとこ

ろで、急変したり、重症化したりして入院され

た方というのは、どれぐらいの割合でいらっしゃ

いますか。

○和田福祉保健部次長（保健・医療担当） 正

確な数は把握できないのですが、何名かは自宅

から救急搬送された方はいらっしゃるかと思い

ます。

また、多くの方は、その前に健康観察をして

おりますので、なるべく外来受診をしていただ

いて、その結果で判断するようにしております。

それから、受診が遅れて、受診したときに既

に重い方が一番難しい問題になります。重い方

が受診して、酸素が必要な状態で初めて診断さ

れるという方も、何件かいらっしゃいます。そ

ういう方がそのまま救急搬送されて、別の医療

機関に入院になったり、あるいは県立宮崎病院

とか都城市郡医師会病院のようなところであれ

ば、救急受診されて、調べてみるとコロナ陽性

が分かって、そのまま入院というのは、ある程

度の数はあったかなというふうに思います。

すみません、ちょっと数について即答できな

いので、大変申し訳ありません。

○内田委員 今回の第５波で、入院の受入れが

できない状況の中、自宅療養とか宿泊療養とい

うことで、今回病床を増やした地域というのも、

そういうことで病床を増やされたと思うのです。

今回、ドクターの中で、例えば保健所を介さな

くても、医療介入できるような仕組みをつくっ

てほしいという声がたくさんあるということを

感じています。今後そういう保健所を介さなく

ても、先生方が医療介入ができるというような

状況─例えば第６波のときに、それができる

というようなことまで進めるかどうかというと

ころが知りたいのですが。

○市成健康増進課長 やはり患者の入院、もし

くは療養先の判断については、まずは情報を得

た保健所の中で、医師の判断の下で入院が必要

かどうかという判断をしていくという大きな流

れがございます。感染者、陽性者の把握という

ところは、保健所の感染症法の中でも責務になっ

ておりますので、そこを抜いて直接医療機関の

ほうでというところについては、現在のところ
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は、まだ検討に至っていないところであり、

ちょっと難しいところはあるのかと思っており

ます。

○重黒木福祉保健部長 ちょっと補足させてい

ただきます。現在の新型コロナウイルス感染症

につきましては、感染症法上の分類では、新型

コロナは新型インフルエンザと同じ取扱いに

なっております。

どういうことかと申しますと、感染症指定の

１類から５類、それから新型インフルエンザ等

という分類になっていて、そこに今そういう分

類になっている以上、これは必ず保健所がコン

トロールするというふうに法律上なっています。

内田委員がおっしゃるように、通常の病院が保

健所を介さずに医療行為ができるというふうに

なるには、まずは国のほうで、そういった取扱

いをどうするのか、そこをしっかり議論してい

ただいて、法律なり、関係の規定の改正が必要

になってくるというふうに思っております。

そのときに保健所のコントロールがなくて、

感染拡大の防止ができるかどうかというのが大

きな論点になってきます。我々は今、感染者を

見つけたら、病院に隔離する、あるいは自宅で

隔離するということで、隔離をすることによっ

て、それを保健所が強力な権限、法律上の権限

をもってできるということになっています。行

動しないでください、外に出ないでくださいと

いうこと。

それが感染症法上の取扱いが緩和されること

になると、そういった行動要請ができなくなり

ますので、ある意味、患者が自由に動いてもい

いというところを容認するということになりま

す。そういうことをしていいのかどうか、それ

でも大丈夫なのかということを考えると、まだ

ワクチンが十分ではない、あるいは特効薬もで

きていないという状況の中で、すぐそれが実現

するかとなると、最後は国の判断ですけれども、

なかなか難しいのではないかというふうに考え

ております。

○内田委員 では、先ほど自宅療養者、宿泊療

養者の中で、何名かは入院をされたというよう

な、転院を、保健所のドクターが判断するスピ

ード感のところになるのですが、そこでスムー

ズに移転までいかなくて、重症になったとかい

うケースはなかったですか。

○和田福祉保健部次長（保健・医療担当） 実

際にはございません。

今、県内は、県北と県央と県西で、それぞれ

患者の入院先をコントロールするために─県

北で言いますと、医師会の佐藤先生と延岡保健

所、日向保健所と、それから指定医療機関、県

立延岡病院などで、きちんと議論して入院先と

かを決めています。県北はそのようになってい

て、県西は、保健所と都城市郡医師会病院とで、

そのような議論をされていますし、県央部につ

きましては、県にあります調整本部と宮崎市保

健所と指定医療機関を中心に行っています。

実際に、県央部の宿泊施設については、私が

全て入所をされている患者に対応していますの

で、ホテルにいらっしゃる方で急変というのは、

今までになかったというふうには思っています。

ただ、酸素飽和度を見て、入院が必要な方は

翌日まで待っていただいて、一晩は酸素濃縮器

を使用していただいたという例はございますけ

れども、それは全く問題ない状況で、次の日に

入院先を決定して入院していただいているとい

う状況で対応できています。取りあえず今のと

ころ、保健所、それから県央で言えば宮崎市保

健所、県の調整本部、それと受入れ医療機関と

の連携はうまくいっているというふうに考えて
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おります。

○内田委員 あと、最後ですが、先ほどの星原

委員との関連の質問になります。例えば陽性者

の年齢とか居住地の発表だけじゃなくて、ワク

チンの接種の有無とか重症度も含めて発表して

いただくことによって、県民の受け止め方も違っ

てくるなということを私も思っています。例え

ば、１ページの上の感染状況の中の重症者と死

者の数の中で、ワクチン接種をされていても重

症者になったとか、ワクチンを接種していても

死亡されたというようなケースがあれば、１回

目、２回目も含めて教えていただきたいです。

○有村感染症対策室長 先ほどの死者のところ

で重なるわけですけれども、例えば12名が今回

お亡くなりになっていらっしゃいます。この中

でワクチンを１回だけ打たれた方は※お一人い

らっしゃいます。

それから、２回接種された方はお二人いらっ

しゃいます。あとの方は全員、ワクチンの接種

の確認ができておりません。

重症者に関しましては、ちょっとまだ現在進

行形で第５波が動いておりますので、手元には

ございません。

○内田委員 １回目接種と２回目接種で、一人、

二人いらっしゃるということなんですが、年齢

は高齢者の方ですか、それとも若い方でしたか。

○有村感染症対策室長 すみません。訂正いた

します。

１回打たれた方がお二人でございました。60

代の方お一人と50代の方がお一人。２回打たれ

た方がお二人、70代の方お一人と80代の方お一

人でございます。

○内田委員 ワクチンの効果など聞きながら、

皆さんにワクチン接種も進めている中ではある

のですが、この方々も持病等のリスクがあった

ということなのでしょうか。

○有村感染症対策室長 いずれも基礎疾患を有

した方でございます。

○西村委員 ４ページの接種状況を見ますと、

今、高齢者が大体めどがついて、若い世代にど

んどん移ってきているところで、非常にいい傾

向だと思います。

そのような中で、今度は逆に、脅威があるこ

とでワクチン接種が進んでいく状況もあるかと

思いますし、第５波が落ち着いていくと、まあ

いいかとか、もう来ないかということで、安堵

感でワクチン接種が止まっていく懸念もありま

す。今時点で、県内のワクチン接種券は市町村

が配布されていると思いますが、全て12歳以上

には配布というものは終わっているのでしょう

か。

○林薬務対策室長 現時点では、全ての年齢層、

全市町村、配布は済んでおります。

○西村委員 ということは、それぞれの地域で

接種が進んでいく、もしくは予約が取っていけ

れば、順調にいけば、政府が言うような10月、11

月までには全世帯に２回目が終わるということ

になると思います。現時点での県内の接種率、

接種状況の資料を後でもいただきたいと思いま

すが、よろしいですか、委員長。

○佐藤委員長 資料は用意できますか。

○林薬務対策室長 県全体、市町村別で了解し

ました。

○佐藤委員長 では、よろしくお願いします。

○西村委員 以前、市町村別の接種率を一度提

示していただいて、市役所の方等々と話すとき

に、すごく有用でありました。それぞれの市町

村が自分の状況を分かっていない状況もあった

り、当然、市町村とか医療体制によって、進ん

※このページ左段に訂正発言あり
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でいるところ、進んでいないところ、急いでい

るところ、ちょっとゆっくり構えているところ

等々いろいろあります。やはりできれば、私は

市町村別というのを公表していったほうが、あ

る程度の差がなくなっていくのではないかと思

います。せっかくもう一息のところまで来てお

るところで、逆に言えば、若年層が一番接種が

進まないということで、先行している自治体と

か他県の状況を見ると、そういう状況があると

思います。

もちろん18歳以下の未成年に対しては、親の

同意とか、いろんなことも関係するかもしれま

せん。できる限り第５波が終了して第６波を迎

える間に、県内の接種が進むような─県だけ

ではなくて市町村や医療機関も巻き込んだ全県

体制でお願いして、県民を巻き込んでいけるよ

うな運動を展開していただくようにお願いした

いと思います。

○林薬務対策室長 市町村別の接種状況は、こ

れまでオープンにはしてきておりませんでした。

ただ、市町村間では、早い段階から遅れてい

ますよということも含めて、情報共有をしてい

ただきながら、県下全域の市町村と一緒になっ

て取り組んでいこうということで、今やってい

るところでございます。

直近のデータが、今日はちょっと間に合わな

かったのですが、９月20日時点では、全市町村

で１回目の接種率が60％超えておりまして、半

数以上の市町村は７割を超えている状況になっ

ております。かなり接種が加速しているという

ような状況があります。今後、期待していきた

いなというふうに思います。

○徳重委員 感染者の現在の宿泊療養者数と自

宅療養者数の数が分かったら、ちょっと教えて

ください。

○有村感染症対策室長 自宅療養者が、本日公

表ベースで46名でございます。宿泊施設療養の

方が39名でございます。

○徳重委員 宿泊療養の場合は、医療関係者が

何人かいらっしゃるわけですから、状況が分かっ

てくると思います。自宅療養者の中で46名いらっ

しゃるということですが、この中で、例えば一

人暮らし─今、マスコミ、テレビ等でよく出

てくるのですが、自宅に看護師さんたちが訪問

していったら、もう亡くなっていたというケー

スがよく報道されるものですから、宮崎県の場

合、自宅で亡くなった方がいらっしゃるものか

どうか。

○有村感染症対策室長 御自宅で亡くなられた

方はいらっしゃいません。

○徳重委員 宿泊療養者でも、急変して緊急搬

送されて病院に行かれる方がいらっしゃるかと

思うのですが、病院に行かれて亡くなられる方

というのも、今のところ把握されていないので

すか。それは分かりませんか。

○和田福祉保健部次長（保健・医療担当） 宿

泊療養者からは、基本的に酸素が必要な方は全

員入院していただいていますので、それなりの

数が入院されています。ということは、必然的

に酸素投与している段階で、悪化して亡くなら

れる方はいらっしゃいますので、いわゆる急変

で亡くなられたとか、そういう意味じゃなくて、

病状が進行して亡くなられてしまうという方は、

残念ながらいらっしゃいます。それは自宅から

でも一緒だと思います。

○徳重委員 酸素の値を知られる機器があると

思うのですが、そういったものを自宅療養者に

は貸出しされているのかどうか。

○市成健康増進課長 血中酸素飽和濃度を測る

機器、パルスオキシメーターのことだと思いま
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すけれども、そちらについては、自宅療養の方

については、やはり注意をする必要があるとい

うことで、全員に配付をしております。

○日髙委員 それでは、私は２ページのほうか

ら何点か質問をさせていただきたいと思います。

２日間、感染者数が一桁台ということで、今

日も何とか一桁台でいけば、県民にとっても、

希望が出てくるのかと思うのです。ここはしっ

かりと気を引き締めて頑張っていただきたいと

思います。

まず、私は自宅療養、これには当初からずっ

と反対ということで、何回も意見を述べさせて

もらいました。濃厚接触者、それから感染者に

なって、軽症だからということで自宅療養とい

うことになられますけれども、これは感染症で

すから、やはり基本は隔離だということをずっ

と思っています。どうしてもっと宿泊・療養施

設を充実してくれないのかなということを思っ

ていますが、県のほうのお考えとしては、やは

り軽症だから、重症でない人はなるだけ自宅で

頑張ってくださいというようなことで、ここま

で来ていると思っています。

それはそれで一定の成果は出てきているかな

というふうには考えています。医療従事者にとっ

ては、自宅で頑張ってくれている、そのほうが

助かっているというのはあるかもしれませんが、

この２ページの（２）の自宅療養者への対応、

②自宅療養者の支援ということで、ちょっと簡

単にお伺いします。パルスオキシメーターが不

足とかいうことは一切考えないでいいのかとい

うのが１点。

それから、希望しなかった者と希望した者は、

どのくらいの差があるのか。

それと、あと配送が813人という実績ですが、

これは分母というのは、どういう形になるのか。

どのくらいの方に対して実績があるのか。

それと、もう一点は、食料の生活用品のセッ

ト。これはこの前、ＮＨＫだったか、どこかの

報道でありました。吐き気がしたり、喉も渇い

たり、くらくらするような状況において、市や

県から持ってこられた食料セットは、食べるこ

とができないという話をされていました。何も

喉を通らないから、もう少し何か喉を通るよう

なスープみたいな、そういうのはないのかと。

例えば、子育て中のお母さんたちにとっても、

子供への支援とかそういったものをいろいろ考

えて、場合に合わせて、食料セットとか生活用

品はちゃんと配送できているのか。まず、そこ

をお伺いしたいと思います。

○市成健康増進課長 まず、１点目のパルスオ

キシメーターの配付対応についてですけれども、

自宅療養用として、今1,100個ほど準備をしてお

りますので、そこについては不足は生じていな

い、十分対応できる分の数量は確保できている

というふうに認識しております。

それから、生活用品、食料等の希望について

ですけれども、これについては、実績として配

送の実績が800程度。母数としては、新規感染者

の方が発生しましたら、そこに希望をお尋ねし

ておりますので、ちょうど１ページの表の第５

波で言いますと、※感染者数のところが母数にな

るものということでございます。新規感染者の

方が発生した場合に、支援物資の希望を聞いて、

希望のある方に配送しております。

食料のセットの内容についてでございますけ

れども、レトルト食品のほかには経口飲料水と

かスポーツドリンク、あとはゼリー、少し熱が

あっても食べやすいようなものも入れておると

ころでございます。

※19ページ左段に訂正発言あり
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場合に分けて中身をというお話、ニーズに合

わせてというところですけれども、今のところ

基本的な内容のものについては決めております

が、個別に聞き取りのときにお伺いをして、業

者のほうに対応できるようにしているところで

はございます。

○日髙委員 息子が大阪の堺に一人暮らしで、27

歳です。去年の12月末に感染しまして、３週間

ぐらい、暮れから正月にかけてアパートに１人

でいたのですが、幸い会社のほうがいろんな形

で支援をしてくれて─友達とかが入れ替わり

立ち替わり順番に来てくれたから、大分助かっ

たと。ただ、堺市から渡された食べ物に対して

は物すごく不満があったというのを、私も直接

聞いています。

それは都会の話ですけれども、ここでちょっ

と知りたかったのは、本来田舎だったら、隣近

所の問題があるし、親戚とかそういうのがある

から、例えば、そういうときには、実際、親戚

同士で助け合ったりするのか。それとも、そこ

までは絶対まず情報が漏れないというような形

になるのか。そこのところで、希望者と実績の

ところを聞きたいのですが。

○市成健康増進課長 先ほどちょっと誤りまし

たので、訂正させていただきます。分母の関係

でございますが、先ほど私が申し上げたのは感

染者数になりますので、申し訳ありません。自

宅への物資の配送ということですので、ちょっ

と調べさせていただきます。

○重黒木福祉保健部長 希望する方については、

やはりそれぞれの事情があると思っております。

それぞれの御家庭で、おっしゃるように、御親

戚の方とか御家族の方に連絡を取って、その方

々が生活支援ができるという方であれば、希望

されないという方もいらっしゃいます。

そうではなくて、やはりそういった援助が受

けられないという方も多数いらっしゃいますの

で、一人暮らしの方もそうですけれど、そういっ

た方が希望してくるというところでございます。

最初の頃は、なかなか周知も徹底できていな

かったというのもあり、あまり希望される方が

少なかったのですが、後半になるに従って、希

望される方が随分増えてきていて、今ではイメ

ージでは９割近くの方が希望されているような

状況になっています。徐々にこの制度が周知で

きてきているのではないかなというふうに思っ

ております。

○日髙委員 ありがとうございます。やはり子

育て中の方については、感染しても、小さい子

がいるから療養施設なんかには入れないと。そ

ういうことも十分に分かりますので、そこら辺

をしっかりと。都会とは違うので、この宮崎の

ぬくもりのある、ひなたのよさというのを─

ぜひ届いたときに、ああ、宮崎っていいよねっ

て、ここまでやってくれるよねって、そういう

状況というのをつくっていただきたいなと思い

ます。

それと、昨日かおとといの宮崎日日新聞に、

政府は都道府県に対し、市町村に必要な個人情

報を提供するように要請しているというような

文章が出ています。

これは、市町村の保健師にとっても、自分の

ところで、例えば感染者があっても、全くその

情報が─当然、個人情報等はしっかり守られ

ているから、自分のところで起きていてもなか

なか分からない。でも、結局、最終的には後で、

役場、市町村の保健師というのは、何もしてく

れなかったとか、そういうふうなことも言われ

たりすることもあると。

やはり情報はある程度、市町村には共有して
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ほしいと─そういうのを政府が今、要請では

ないけれども、調査をしているような状況だと

いうふうに私は思っているのですが、これに対

しては今、県としてはどういう考えをお持ちな

のか。

○市成健康増進課長 市町村との連携、情報の

共有については、昨年度、市町村のほうとも会

議をいたしまして、現時点では一定の整理がで

きております。議員の御指摘のとおり、県のほ

うが、生活支援が必要な場合には、市町村のほ

うに情報を提供しているところですが、基本的

には、職場とか学校とかに、御本人からの連絡

をお願いしているところです。

ただ、御指摘のとおり、特に危機管理、災害

の避難等については、市町村のほうの責務でも

ございますし、そういった情報がやはり必要だ

というところもありますので、そこについては、

基本的に情報を共有していく方向で─どう

いった方向で出していくのか、内容についても、

今、調整を進めているところでございます。

生活支援の部分については、先ほど御質問も

ありましたように、今のところ食料品とか生活

用品については、県のほうで直接お届けをする

ようなことを行っておりますので、そちらにつ

いては、現状の形でやっていきたいと思ってお

りますが、御指摘があったように、特に避難の

部分などについては、情報を共有していく方向

で調整しておるところです。

○日髙委員 最後にお願いをしたいのは、先ほ

ど星原委員からもありましたが、今日のこの資

料を見て、ある程度もっと詳しいのが出てくる

のかと思っていました。

例えば、感染の原因がどこにあるかというの

は、まずみんなが知りたいということなので。

県外往来の由来からどのくらい出ているのかと

か、家族感染も、濃厚接触者からの家族感染、

軽症者からの家族感染、そういったのはどれく

らいのパーセンテージがあるのかとか、いろん

な情報が欲しいと思っています。

ですから、そういったデータはちゃんと分析

して、どこかで公表をしていただきたいと思い

ます。

それから、食料品セットとか生活品セットの

お話もありますが、１回罹患した人、完治した

人、そういう人たちの情報というのは当然取っ

ておられると思いますが、これは大事なことだ

と思います。例えば、この食料品はどうでした

かとか、そういうこともそうでしょうし、自分

は軽症だから自宅療養を指示されたけれども、

本当は療養施設に入りたかったんだとか、自宅

でどういった困ったことがあったとか、そういっ

たことのデータはしっかり取っていただいて、

どこかでぜひしっかりと公表をしていただくよ

うな形を考えていただきたいと思います。

○佐藤委員長 時間があまりなくなってきまし

たので、福祉保健部に対しての質問は、ここま

でで打ち切りたいと思います。

先ほど西村委員からの資料要求についてです

が、委員会として要求するということで、よろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 では、資料のほうを要求いたし

ますので、提出がありましたら、委員長から委

員の皆様には配付をさせていただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。

次に、病院局について質問がございましたら、

お願いをいたします。

○丸山委員 第５波の中で、かなり患者を受け

入れていただいたというふうに思っているので

すが、満床になったケースがあったのか。あっ
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たのなら、何日間満床が続いて、非常に切迫し

た状況があったのかというのを、まず教えてい

ただきたい。福祉保健部で聞きましたけれども、

後方支援病院がうまく使えたのか。使えなった

場合、何が原因だったのかという分析をされて

いるのかを含めて、教えてください。

○小牧病院局次長 宮崎病院は17床という表示

をしておりますが、ピーク時には第５波で22人

の受入れを最大で行っております。

ただ、それで満床ということではなくて、そ

の時点では、既に欄外の米印にありますとお

り、24床まで受入れ可能な準備をしておりまし

たので、満床状態というのは起こらなかった。

ただ、17では足りなかったので、追加で病床を

確保したというのが状況でございました。

あと、後方病院への患者の移動、フォローに

つきましては、数は少ないですけれども、対応

をしていただく医療機関なり施設がございまし

たので、それについては、入院病床の確保とか、

スタッフの疲労軽減に大分つながったのではな

いかなと考えているところです。

○丸山委員 もう少し詳しく聞きたいのは、本

当に病院の受け入れがスムーズにいったのか。

満床に近いような状況で、本来はスムーズにい

くためには、もうちょっと努力を─現場の声

が伝わっているのかなと思ったもので、聞かせ

ていただきました。

それがまだ検証していないということであれ

ば、しっかり検証をしていただいて、福祉保健

部、また全体の医療機関と医師会等も含めて、

ちゃんと連携を取るようにしていただきたいと

思っています。

○小牧病院局次長 御指摘のとおり、円滑に後

方医療機関に患者を移していくということは、

感染症指定医療機関の能力を最大限に発揮する

上で重要な視点ですので、より円滑にいくよう

に、また関係する医療機関や施設と連携を深め

ていきたいと考えています。

○丸山委員 抗体カクテル療法、先ほど和田次

長の発言で、８月３日にやられたということな

のですが、抗体カクテル療法をやってみて、実

際、患者はよく改善されたというような治験が

あるのか。また、抗体カクテル療法を県立病院

では何件ぐらい実際行われたというデータがあ

れば、教えていただきたいと思っております。

○小牧病院局次長 宮崎病院で抗体カクテル療

法を行った数について、ちょっと今、持ち合わ

せておりません。

ただ、抗体カクテル療法をやって、やはり重

症化してしまったとか、そういうような事例は

今お伺いしていないので、抗体カクテル療法を

受けた患者はいい方向に向かったというふうに、

我々としてはお伺いしているところです。

○丸山委員 だから、そういう抗体カクテル療

法をやって、７割はよくなるという情報があっ

て、それをうまくフィードバックしてもらって

─早めに重症化しないためにどうすればよい

のかという現場の声を聞いてほしい。福祉保健

部とか、そういういろいろな医療機関と連携し

ながらやっていかないと、せっかくある武器が

うまく使えていないのではないかというふうに

思っております。それをしっかりと捉えていた

だきたいと思っております。今後、新たな治療

薬等が出てきたときに、どんなふうに厚生労働

省から現場のほうに来て、現場としてどういう

ふうに使おうとしているのか、何か戦略的なも

のは、県立病院含めて持っているものなのか、

ちょっと教えていただきたいと思っております。

○小牧病院局次長 新たな治療法については、

当然、福祉保健部からも通知等、厚生労働省か
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ら来たものについて、その都度、情報提供がご

ざいますし、宮崎病院とか延岡病院もそうです

けれど、関連する大学というのが幾つかござい

ますので、そういうところから最新の情報を前

もって収集するということは、常に行っている

ような状況とお伺いしています。

○丸山委員 命を守る最前線は県立病院、また

医大だというふうに認識しているものですから、

しっかりその辺を速やかに、県民の命を守るた

めに、情報を取って活用していただきたいと思っ

ています。今回、抗体カクテル療法がどうだっ

たかという検証を、まず県立病院自体もやって

いただきたいと思っております。よろしくお願

いしたいと思っております。

○内田委員 時間がないので、簡潔に申します。

ピーク時に病床を増やす場合に、入院、あと

は手術を延期されたかどうか。そういう場合に、

患者に対してどういう説明をされているかをお

伺いします。

○小牧病院局次長 まとまった統計データとし

ては、令和２年度のデータが今、直近ですが、

やはり入院患者の方が、前年度の令和元年度に

比べて17％程度減少していると。実数でいくと、

５万8,800人程度なのですが、入院患者が減って

いるというような状況がございます。

やはり手術を延期したりとかいう事例につい

ては、患者のほうに当然、御説明をするんです

けれども、やはり内容によっては、手術とか治

療を待てないという方もいらっしゃいますので、

その方については、県立病院でできない場合は、

他の民間医療機関であるとか、可能な医療機関

のほうに紹介をして、そちらで治療を受けてい

ただいているというような状況です。

○内田委員 念のため、退院を早めることはな

いですよね。

○小牧病院局次長 ちょっと確かにそういった

観点で、病院と話をしたことはないのですが、

通常は、既にされている方で、入院が必要なの

に切り上げるということは、あまりないと思い

ます。

○佐藤委員長 病院局については締め切りたい

と思います。

それでは、教育委員会への質問がありました

ら、お願いをいたします。

○岩切委員 学校の小中高校問わず、部活動や

その他の発表会との関係で、県外に行くケース

が集団であったり、個別にあったりするようで

ございまして、その場合に、県外に行って戻っ

てくると、一定期間、登校を回避するようにし

ていらっしゃるように聞きます。陰性証明とい

うのですか、検査を受けてほしいとか、こんな

話も聞きます。その辺りの子供たち、学生たち

が、県外往復する場合の対応状況を教えてくだ

さい。

○谷口高校教育課長 例えば、高校で就職試験

とか大学受験関係で、県外を往来した生徒につ

いて、学校からはできるだけＰＣＲ検査の受検

をするように推奨をしております。

そして、その場合は、受けてから３日間、自

宅待機をするというようなことで─結果が判

明するまでは、学校のほうから自宅待機を推奨

しております。

○岩切委員 私の聞いた話は、中学校ですが、

発表会に集団で行って戻ってきて、登校の自粛

を要請されたと。そういう状況で、とても悩ん

でいらっしゃって、自主検査はただではないも

のですから、その辺りの話を聞いて、なかなか

対応をしっかりしないといけない話だなと伺っ

たところです。その辺りの実情、把握なり対応

を、学校のほうではどのようにされているか、
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お聞かせいただきたい。

○吉田義務教育課長 個別に発表会等に参加し

ている分については、残念ながら全ては掌握で

きておりません。

ただ、県外を往来するということで、コロナ

に感染していないということがはっきりするま

では、自宅待機をお願いするという対応を取っ

ている市町村、学校はあるというふうには聞い

ております。

○岩切委員 分かりました。小中学校は、どう

しても市町村教育委員会との連携の問題があろ

うかとは思います。現実に、発表会に行かれて、

それはそれでおめでたいことなのですが、金賞

なりもらってくる。そうすると、２週間学校に

来るなと。コロナでない証明の検査を受けてく

るか、どちらかにしてくれというような実情を

聞くと、なかなか大変なことだなと。

今のところＰＣＲ検査、子供といえど、ただ

じゃないということで、親御さんの負担も大き

い。その辺りの対応が、どうもばらばらという

感じがありまして、市町村教育委員会の、その

辺りの実情把握等を今後努めていただければあ

りがたいです。

○星原委員 ここに学校関係のクラスター発生

の状況ということで、３波が４回、４波が４回、

そして第５波が５回とあります。小学校、中学

校、高校、クラスターの発生の割合─小学校

が幾つ、中学校が幾つ、高校が幾つクラスター

があったのか分かりますか。

○有村感染症対策室長 例えば保育園とか、そ

ういったようなものはございます。小学校とか

中学校でのクラスターはなかったかと思ってお

ります。

○星原委員 それでは、第３波、４波、５波で、

４回、４回、５回というのは、学校ではないと

いうこと。保育園だけですか。

○有村感染症対策室長 これが学校教育・保育

施設という項目で、数字を入れておりますので、

確かに義務教育の学校もあったかとは思います。

それは圏域に属していないので、ちょっとこち

らの内訳については、宮崎市との関係もござい

ますので、ちょっと整理の必要があるかと思っ

ております。

○星原委員 そしたら、教育委員会にどういう

指導をしているか、ちょっとお伺いしたい。宮

崎市にまん延防止が適用になった際、部活動な

んかの交流試合、練習試合について、都城の学

校が施設に申込みをして、宮崎市から試合に来

ていたのですよ。

まん延防止の指定を受けている区域の学校の

子供たちは、ほかの地区に行かないというよう

なことはしていないのですか。

○押川スポーツ振興課長 現在、県立学校の部

活動につきましては、他校との交流を、８月12

日から全て中止ということにしております。他

校との交流については、一切、県立学校につい

てはやっていないというふうに認識しておりま

す。

○星原委員 実は、私は都城市の早水の体育館

とか、高城の体育館とか、そういう関係の指定

管理に関係している仕事をしています。施設管

理から言うと、地元の学校の申込みになってい

て、来ている子供たちが都城市の子供ではなく

て、宮崎市内から来ていたりということが実際

に行われているということを聞いています。今

言われたように、ちゃんと区域外に出てはいけ

ないということが徹底されていればいいんです

が─これまでのことは済んだことなのでいい

ですが、今後、第６波とか来たときに、もう少

しその辺も学校辺りとの連携を取っていただい
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てほしい。施設利用について、まん延防止がか

かったところの地域の人たちは、やはり少し控

えてもらうというか、そういうことがなされる

べきではないかと思っています。今日、そうい

うような話をさせていただきましたので、今後

はぜひその辺も注意していただければというふ

うに思います。

○押川スポーツ振興課長 先ほど県立学校の部

活動の対応等につきまして御説明させていただ

きましたが、この内容につきましては、全ての

市町村にも情報を提供しまして、参考に対応し

ていただくようにお願いをしています。

また、各競技団体を所管します県のスポーツ

協会のほうにも、同じように周知しまして、各

競技団体にも同じようにお願いをしているとこ

ろです。今後はそれぞれの圏域の感染状況に応

じまして、その中で対応するのか、外との交流

が可能なのかというところも含めまして、これ

までの対応等もしっかりと確認しながら進めて

いきたいというふうに考えております。

○丸山委員 今回の第５波で、家庭内での感染

が特に多かったものですから、今後さらに取り

組んでいただきたいと思っています。その中で、

私が歯科医師会から聞いた話なのですが、熊本

県のほうでは歯科医師会、マスコミが連携して、

歯磨き口腔ケアが非常に重要─歯磨きの仕方

によっては、ウイルスが飛散するということも

あるという、厚生労働省とタイアップしたデー

タを基に報道していました。家庭内で感染する

可能性もあるものですから、その辺の情報は教

育委員会のほうには届いているものなのか、ま

ずお聞きしたい。

○川北教育政策課長 今御指摘にございました、

家庭内における口腔ケア関係ということで、現

在のところそういう形で、県立学校とか市町村

教育委員会に情報を提供したということはござ

いません。

○丸山委員 県の歯科医師会とかは、そういう

情報を持っていましたし、熊本県のほうでは、

そういったマスコミを活用しながら、そういう

報道もされております。口腔ケアも一つの歯磨

きの仕方によって飛散する、飛沫が飛ぶという

ことも出ておりましたので、そういうことも

─細かいことかもしれませんけれども、そう

いうことをやることによって、少しでもリスク

を減らしていくということ─いろんな情報収

集をしていただきながら、少しでもリスクが低

くなるように最大限の努力をしていただきたい

と思っております。

○川北教育政策課長 御指摘にありました情報

を含めまして、福祉保健部と連携いたしまして、

必要な情報を学校に提供してまいりたいと思い

ます。

○佐藤委員長 これで終わりたいと思います。

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 執行部の皆さんは、おつかれさ

までした。退席をしていただいて結構でありま

す。

暫時休憩いたします。

午前11時53分休憩

午前11時55分再開

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。

協議に入ります。

協議事項１、県外・県内調査についてであり

ます。

前回の委員会におきまして、県外調査の実施

の判断につきましては、正副委員長に御一任い

ただいておりました。新型コロナウイルス感染
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症の状況やほかの委員会の動向などを勘案し、10

月19日から21日に予定をしておりました県外調

査については、中止することといたしましたの

で、御了承ください。

代わりに、10月19日から21日の２泊３日で、

８月に延期をしておりました県南・県北地区の

県内調査を実施したいと考えております。

暫時休憩いたします。

午前11時56分休憩

正午再開

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。

それでは、10月19日から21日の日程で県南・

県北地区の県内調査を、状況も見ながらであり

ますが、実施するという形でよろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 ありがとうございます。

行程は、資料１となります。よろしくお願い

いたします。

調査におきましては、新型コロナウイルス感

染症防止対策として、当日までの体調管理や検

温、マスクの着用等に引き続き御協力をお願い

いたします。

次に、協議事項２、次回の委員会についてで

あります。

次回の委員会につきましては、閉会中の11月

２日火曜日を予定しております。

委員会の内容でございますが、御意見がござ

いましたら、お願いをいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようですので、次回の委員会の内容

につきましては、正副委員長に御一任いただき

たいと存じますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、そのような形で準備

をさせていただきたいと思います。

最後に、協議事項、その他で、委員の皆様か

ら何かございませんか。

○内田委員 すみません、少しだけお時間いた

だきます。私ごとなんですが、一身上の都合で、

特別委員会の委員としては、今日が最後となり

ます。

コロナ対策は県民にとっても大切な対策でも

ありますので、27日の採決までは務めたいなと

いう思いがあります。この県内調査の行程表を

見て、私の名前があるので、本当は皆さんと一

緒に御指導もいただきたいところでありますが、

別の形で努力していこうと思っております。本

当に皆様にはお世話になりました。どうもあり

がとうございました。事務局の皆さんもありが

とうございます。

○佐藤委員長 内田委員、大変お疲れさまでし

た。

次回の委員会は、11月２日午前10時からを予

定しておりますので、よろしくお願いをいたし

ます。

以上で、本日の委員会を閉会いたします。

午後０時３分閉会
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